
せんぱくしせ

て冷却方法が続ぜられている。

参考文献十両 治活「海巡の実務。(今世i光国)

せんぱくしせっく 船舶施設区 間欽の鉄道管現局の現業機

限lであって，そのおもな担当業務は，船舶施設(用地ならびに連

絡紛，さん1\m，1l量械区，電力区および信号通信区所管のものを

除く)の保守および縮工， しゅんせつ工事の施行， 船舶施設の

HJ地(保線区所管のものを除く)の管理ならびに岸壁(函館側に

似る)の保守および施工に関することである。

青函船舶鉄道管理局の函館と 青森に所在している。従前は船

舶工事区と称していたが，昭和 32 ・ 6 ・ 1 か ら名称変更になったも

のである。

区長， Jt}J役， しゅんせつ工事掛， しゅんせつ工事手その他保

線区， 建築区従事員職制に定める収磁の従事員が配世されてい

る。(宮原正直)

せんぱくしょくいんほう 船船職員法 船舶は海上で旅客や

貨物を迎送するのであるから，船体Jやぽt初Jの危険はもちろん，

船答:ゃ爽組員の生命すら，ときと して危険にさらされることが

ある。そこで国家は， これらの災箆を未然に防止する施策を行

うとともに， 法律によって侮上における人命と船舶の安全を図

ろうとしている。

上記の法律としては， (1) 船舶の附造 ・ 設備を整えるための

本船舶安全法 (2) 船舶の采組員の技術を撃えるための船舶職

員法 (3) 船舶の衝笑を防ぐための海よ衝突予防，去 (昭和28 ・ 8 ・

1 法律2古 151 号)の 3 つがおもなものであ る。

船舶験員法 (11日未11 26 ・ 4 ・ 16 法律第 149 号)は，船舶を巡行する

来飢員の総船妓l，r~ ， 機関技術および無線通信技術を盤えること

によ っ て ， 航行の安全を図ろうとするもので，その第 1 条でこ

の法律の目的としてし紛舶職員の資絡をきめlL これによって船

舶の航行の安全を図る1 ことを賂げている。その紙IÐ!は

1 全般的なこと(第 1 :�;t) 

(1) この法律は船舶験員の資絡を定めることによって ， 船の

航行の安全を図ることを目的としている (2) この法律で船納

職員とは，船長 ・ 航海士 ・ 憐l鈎長 ・ 機 1，)(1 :1ご ・ 船舶通信士等 11 の

職務に就く者ーをし、うのである (3) この法律は ， 5 t未満の船舶

またはろかし、で運転する州でないかまり ， ほとんど全部の船に

適用される。

2 海技従事者の免~-tl および悶家試験(白~ 2 î~ ) 

(1) 海上保安庁長官の免訴がなければ， 船舶職員となること

はできない (2) 免許を受けるには海技従事者国家試験に合絡

しなければならない (3) 免許を受けるには試験合始後に申請

をする (4) 海上保安庁長'自は免討を与えたときは， 惚技従事

者免泊原符にE主録する (5) 免許の罰E拠として海技免状を交付

する。

3 船舶職員の員数および炎絡(白p; 3 :4!:) 

(1) 本i去に定められた員数と資絡の船舶職只を乗り制l ませる

ことは， 船舶所有者の究任である (2) この規定に違反した紛

がWfr有者は 20 万円以下の制金に処せられる (3) 規定の船舶

職員を梁り組ませないことができる例外 (4) 海技免状は船内

でもっていなければならない。

4 本法の各章に分類することのできない雑fillを規定する

(白p; 4 îji ) 。

参考文献五I!輸省縞船員の法規。(今宮!光闘)

せんぱくせきりょうそくどほう 船舶積量測度，去 船舶の寸

i去は長さと怖と深さで示され， その大きさはト γ数て'表わされ

る。 トン数についても船til:1内部の全容献を示すものが総トン数

(総絞金) であり， この総トン数から母由民室 ・ 航海m具合室 ・ 後関

室等の， 航海と船舶の安全に必要な場所を陸除し， :l:，(答の巡送

に供し得る~絞を表わすものが純トン数(純trti立)である。これ

ら船舶のトン数をð!lJ る方法を規定したものが船舶政危ìIIH立法で

あって ， すべて船舶の隙盆は，この法律で定めた一定の形式に

したがって iJ!lI られるのである。

この法律の規定する償金制l皮の概要

l 総則的規定

(1) 船舶の般公は船舶の内法容僚を洲皮して定め， 1賞金青 I- t):

に}fj"、る長さ ・ 伺 ・ 深さ等はすべてメ ー トノレとする。

(2) 甲板 l 閉または 2 胞を備える船舶は上甲板を， 3 )，'1以上

を備える船舶は最下回甲板から第 2 厨自にある甲板を iillJ 度1'11板

とする。

2 総花!l:frl:のJ'):定

甲板 I 府または 2 J~1を b耐える船舶は，測ll!'l1 j茨下の~t@:に "Il

板上の阪凶(へいい)した場所を1JIlえた政盆を総自主:[，]:とする。甲

板 3 J習以上の船舶は iJ!ll llE "Il 板下のf1tili に ， 測1lE甲板上各甲板聞

の積盆;およひ:J二時l板上蔽凶l した場所の獄盆を加えたものを総m

量とする。ただしつぎに婦げる場所で，上甲板上にあるものの

絞量:は総gtfkに~ì:入しない。

(1) 操舵(だ) 餓具 ・ 繋船(けいせん)機具 ・ 織鋭i ( ょうびょう)

機具および主繊l鶏と連絡しない副汽Íïf ' iii U汽機に供用される場

所

(2) 機関室 ・ 機舵室・まかない室および出入口

(3) 採光通風に裂する峨所および便所

(4) 船舶の安全 ・ 衛生または利用上上記各号に掲げるものに

準ずべきものと説、める場所

甲板を日1Iえない船舶は舷織以下のStfB:に， 舷端上蔽聞した場

所の償金を1mえたものを総綴盆とする。

3 純政:@:の算定

総裁量からっさ「に掲げる場所の1i~盆を鐙除したものを純駁盆

とする。ただし総Sti立にt):入しない場所のbti副主主主除しない。

川船員常用室および海図室

(2) 荷足水給

(3) 機関室

(4) 操舵機具， M臨船機具， i易錨軽量具および主則l筒(ポンプ) と

連絡した高U汽缶， 高U汽機に供用される j場所

(5) 水夫長倉庫

(6) 帆船の帆郎

(7) 船舶の安全 ・ 衛生または手11m上上記各号に)1;\げるものに

準ずべきものと認める場所

純fll:@:の算定について， 機関室の自主盆として総nUi!:から俊除

すべき自主益の制合はつぎのとおりである。

(1) 螺旋(らせん)推進緑を備える船舶 僚側室の綴盆が総獄
13 20 _._ _ . .., "...~. .-, _ 32 

量の 一一~ ーーであるときは， 総償i立の一一100 100 -V~ - ~~. ._, ...""'''~-- 1∞ 
20 30 

(2) 外事を備える船舶 機関室の綴量が総際世の 一一~ーー
100 1∞ 

であるときは 37 
に， 100 

(3) 上記に該当しない場合においては， 蛾旋彼進総を備える

船舶は側室の闘にその?，外車紛は側室の償金にすを加
えたもの

また純~{fJ:の算定について， 総僚量から控除すべき帆廊の償
25 . _ , _ • .., _ . . 25 

量が をこえるときは， これを一一ーに止める。
1000 ~-~- ~~ ' _' -".~ 1∞0 

4 総絞盈または純flt:[孟 トン (353分の100 m ' ) で表わした

ものを，それぞれ総ト γ数または純ト γ数とする。

5 20 m 未満の船舶の般量測度 簡易船舶1iUJ: iJIIJ&規程(1I11

和 7 年逓信省令第 12 号)による。

船舶のm盆は諸税 ・ 手数料等賦課の基準となるもので，たと
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